
戸籍・住民票の請求は受任している事件・事務に関する業務遂行に必要な場合のみ職務上請求書を使用することができます。 

使用した職務上請求書の番号は事件簿に必ず記録しなければなりません。 

作成した書類には、記名して職印を押すことが義務付けられています。 

鹿児島県暴力排除の条例を遵守します。 

 

 

 

鹿行ニュース No.75      
 

令和３年 11 月 22 日 

鹿 児 島 県 行 政 書 士 会 
鹿児島市与次郎２-４-３５ ＫＳＣ鴨池ビル２０２号室 

 (敷地内併設の駐車場は３０分無料） 
電話：099-253-6500 FAX：099-213-7033 

 

鹿児島県行政書士会    

会員各位                          会 長 鶴  信光  

 
 

日行連より令和３年 11 月 17 日付日行連発第 1141 号「建設キャリアアップシステム代行

申請の解禁」についての周知要請がありましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記詳細については、本年 12月下旬を目途に日行連ホームページ（会員サイト）にてご確認願います。 
 

   
日行連発第１１４１号  

令和３年１１月１７日  

各単位会長 様  

日本行政書士会連合会  

会長 常住  豊  

許認可業務部  

部長 村山 豪彦 

 
建設キャリアアップシステム代行申請の解禁について（周知） 

 

日本行政書士会連合会と一般財団法人建設業振興基金（以下「建設業振興基金」 という）

で協議を重ねた結果、令和 4 年 2 月より建設キャリアアップシステム の代行申請が行政書

士に限り認められることとなりましたので、お知らせいた します。  

これまで行政書士が建設キャリアアップシステムの事業者・技能者情報登録 申請を行う際

には、依頼人の ID を用いて申請を行う必要がありましたが、行政書士は事業者 ID の取得

が可能となり、自らの ID で申請を行うことが可能となります。 

行政書士が代行申請を行う際の事業者 ID 及び管理者 ID の登録申請方法につきましては、

令和 4 年 1 月末までに別途文書にてお知らせさせていただきますが、代行申請を行うにあた

り事業者 ID 登録料 6,000 円（5 年間有効）及び管理者 ID 登録料 11,400 円（年間）が必要

になります。また、建設業振興基金主催の 実務講習（無料）を受講いただくことで CCUS 代

行行政書士（仮称）の登録が認められます。CCUS 代行行政書士（仮称）に登録をした会員は

建設業振興基金の HP 上に都道府県別リストとして掲載されるとともに、建設キャリアアップ

シス テムに関する情報（行政施策、システム関連、キャンペーン等）が提供されるな どのメ

リットがあります（別添参照）。  

なお、これに伴い、建設キャリアアップシステムの登録申請の基礎知識を身に 付けることを

目的として、令和 4 年 1 月 27 日（木）に建設業振興基金から講師を招き、CCUS 代行申請

をテーマとしたオンラインセミナーを開催する予定です。 本セミナーはオンライン配信により

 PC やスマートフォンを通じてどこでも視聴 可能です。申込方法等については、12 月下旬を

目途に本会ホームページにて御案内いたします。  

本件については、日行連会員サイトにて周知いたしますが、各単位会におかれ ましては、会

員への周知に御協力くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


